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行政の災害時の避難支援
◆避難情報の発令 （政府インターネットテレビより）

避難に時間の
かかる方は
早めに避難!

◆避難所・災害対策本部の運営 など
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の支援が重要です

避難を手伝ってくれたのは?

第１位 家族・同居人
第２位

内閣府「避難に関する総合的対策の推進に関する
実態調査結果報告書」（東日本大震災時、２０１３年）

近所の方
第３位 福祉関係者

、友人

ご近所・地域の方

大規模災害時には
行政の支援が間に合
わないことも・・・
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約７割の町内会が、取組をすで
に行っている・取組予定と回答

札幌市内の取組状況

災害時の支え合いの取組を

要配慮者避難支援の取組に関するアンケート結果
（市内の単位町内会・自治会対象 令和２年）

◆行っている :３１．６％

◆今後取組予定:３７．６％
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取組にあたっての悩み・困りごと

◆支援が必要な方の把握が難しい

要配慮者避難支援の取組に関するアンケート結果
（市内の単位町内会・自治会対象 令和２年）

◆支援者を集めるのが難しい

⇒札幌市では課題に応じた
支援を行っています!

・・・など
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支援が必要な方の把握が難しい・・・
支援者を集めるのが難しい・・・

「支援ツール」をご活用ください!
取組に役立つ様式例を
提供しています。例えば・・・

・支援が必要な方を把握するため
の町内会回覧

・支援者募集のための町内会回覧

・・・など
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支援が必要な方とどのように
接したらよいかわからない・・・

市が派遣する専門家か
らアドバイス等の支援を
受けることができます。
＜主な支援内容＞
・障がいのある方との接し方につ
いての助言

・支援者とのマッチングへの助言
・避難訓練への助言 など
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出前講座を活用

＜テーマ＞
「災害発生時の地域での支え合い」

～要配慮者の避難支援～

市の職員がうかがって、取組の始
め方やポイントをご説明します。

お申し込みは・・・
保健福祉局地域福祉・生活支援課
または各区の保健福祉課まで

取組の始め方がわからない・・・8



手引き書～取組の参考に～

取組を始める・進める際の
手引き・ヒント集です。

概要版もあります
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令和３年災害対策基本法改正

「避難行動要支援者名簿」
に掲載された方について、
個別避難計画を作成するこ
とが市町村の努力義務にな
りました。
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避難行動要支援者名簿とは

名簿情報は、ご本人の同意があれば
町内会等の地域に提供できます。

災害時の避難に特に支援を必要と
する方たちの名簿。
※作成は市町村⾧の義務
★札幌市の名簿掲載者

●要介護の方
●重い障がいのある方

など

人（令和５年１月１日時点）１１８，２４２

11



などをあらかじめ記載したもの

個別避難計画とは

●誰が支援するか
●どこに避難するか
●避難時にどんな配慮が必要か

災害時にお一人では避難すること
が困難な方について
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最後に

◆ご自身やご家族の安全確保が最優先

災害時には・・・

◆可能な範囲・無理のない範囲での活動を
行っていただくようお願いします

◆活動はあくまで善意にもとづくもの
（義務ではありません）
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ご清聴ありがとうございました

札幌市 要配慮者

＜「災害時の支えあい」についてのお問い合わせ先＞

札幌市 保健福祉局 総務部
地域福祉・生活支援課
☎ 011-211-2932
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